
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 21箇所 給水整備工 20箇所

＜分水小穴工＞ ＜分水小穴工＞

　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1) 市 舗装道0.8㎡ 21箇所 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1) 市 舗装道0.8㎡ 0箇所

　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1)土留あり 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1)土留あり 

　　市 舗装道0.85㎡ - 　　市 舗装道0.85㎡ 20箇所

　接続小穴工 市 舗装道 0.8㎡ - 　接続小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 4箇所

　軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 - 　軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 20m

　軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 - 　軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 20m

　支保工(軽量金属製)設置撤去 - 　支保工(軽量金属製)設置撤去 20m

　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 - 　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 1式

＜給水整備工＞ ＜給水整備工＞

　給水整備工 管側(材工) (A-2-c) 1件 　給水整備工 管側(材工) (A-2-c) 0件

　給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 9件 　給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 7件

　給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 2件 　給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 1件

　給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 1件 　給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 2件

　給水整備工 管側(材工) (C-1-c) 5件 　給水整備工 管側(材工) (C-1-c) 6件

　給水整備工 宅地側(土工) 　給水整備工 宅地側(土工)

　　φ25、50 BC Co無し 4件 　　φ25、50 BC Co無し 3件

5　変更理由
１．⑬において、給水の管理図では単独の分水であったが、現地掘削時、⑭との連合管であることが判明
したため、給水整備件数を1件減とする。
２．配水管の埋設深さが1.2mから1.4mへ変更となり、給水においても土留を行うため、分水小穴工を変更
する。
３．①、⑨、⑭、⑲において、お客様との協議の結果、給水整備工をそれぞれ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年12月24日

令和3年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円6,281,000 6,792,500

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

愛宕一丁目地内（市道20466号線、外1路線）給水整備工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


